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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロビジョニングデータの集合を使用することによって、アクセスネットワークを通し
てデータネットワークへアクセスする通信端末であって、
　ホームアクセスネットワーク以外のアクセスネットワーク内のデータネットワークへの
接続を確立する情報である現在のプロビジョニングデータの集合の保存手段を有し、
　通信端末のユーザの介入なくしては保存されたデータを書き換えることよって更新する
ことができない、少なくとも１つの保護されるプロビジョニングデータの集合の保存手段
を更に有し、前記保護されるプロビジョニングデータの集合は前記ホームアクセスネット
ワーク内のデータネットワークへの接続を確立する情報であり、
　前記ホームアクセスネットワーク内に復帰すると、前記保護されるプロビジョニングデ
ータの保存手段内に入れられた保護されるプロビジョニングデータを前記現在のプロビジ
ョニングデータの保存手段内へコピーする手段を有する、ことを特徴とする通信端末。
【請求項２】
　プロビジョニングデータの集合を使用することによって、アクセスネットワークを通し
てデータネットワークへのアクセスする通信端末であって、
　ホームアクセスネットワーク以外のアクセスネットワーク内のデータネットワークへの
接続を確立する情報である現在のプロビジョニングデータの集合の保存手段を有し、
　アクセスネットワークの運用者の介入なくしては保存されたデータを書き換えることよ
って更新することができない、少なくとも１つの保護されるプロビジョニングデータの集
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合の保存手段を更に有し、前記保護されるプロビジョニングデータの集合は前記ホームア
クセスネットワーク内のデータネットワークへの接続を確立する情報であり、
　前記ホームアクセスネットワーク内に復帰すると、前記保護されるプロビジョニングデ
ータの保存手段内に入れられた保護されるプロビジョニングデータを前記現在のプロビジ
ョニングデータの保存手段内へコピーする手段を有する、ことを特徴とする通信端末。
【請求項３】
　プロビジョニングデータの集合を使用することによって、アクセスネットワークを通し
てデータネットワークへアクセスする通信端末であって、
　オリジナルアクセスプロバイダ以外のアクセスプロバイダを通してデータネットワーク
への接続を確立する情報である現在のプロビジョニングデータの集合の保存手段を有し、
　アクセスプロバイダの介入なくしては保存されたデータを書き換えることよって更新す
ることができない保護されるプロビジョニングデータの少なくとも１つの集合の保存手段
をさらに有し、前記保護されるプロビジョニングデータの集合は前記オリジナルアクセス
プロバイダを通してデータネットワークへの接続を確立する情報であり、
　前記オリジナルアクセスプロバイダ内に復帰すると、前記保護されるプロビジョニング
データの保存手段内に入れられた保護されるプロビジョニングデータを前記現在のプロビ
ジョニングデータの保存手段内へコピーする手段を有する、ことを特徴とする通信端末。
【請求項４】
　通信端末が、移動端末であることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の
通信端末。
【請求項５】
　前記データネットワークが、インターネットプロトコル（ＩＰ）によるまたはワイアレ
スアプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）を使用するネットワークのような、パケット交
換データネットワークであることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の通
信端末。
【請求項６】
　保護されるプロビジョニングデータの保存手段が、複数のデータネットワークへのアク
セスのために、複数のプロビジョニングデータの集合を保存するようになされたことを特
徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の通信端末。
【請求項７】
　前記保護されるプロビジョニングデータの保存手段に保存された各プロビジョニングデ
ータの集合についての識別用データの保存手段を含むことを特徴とする請求項１から６の
いずれか一項に記載の通信端末。
【請求項８】
　保護されるプロビジョニングデータの保存手段が、アクセスネットワーク専用の媒体ま
たは運用者専用の媒体に配置されることを特徴とする請求項１から７のいずれか一項に記
載の通信端末。
【請求項９】
　保護されるプロビジョニングデータの保存手段が、アクセスプロバイダ専用の媒体また
はコンテンツプロバイダ専用の媒体に配置されることを特徴とする請求項１から８のいず
れか一項に記載の通信端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、端末、特に移動端末と、インターネット型のネットワークとの間の接続の設定
に関し、また特に、接続の設定に必要な準備されているデータの照合または認証に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
周知のように、インターネットネットワークなどのネットワークを介して接続を設定する
には、ネットワークにアドレスを割り当てることが必要である。アドレスの割り当ては、
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大部分のユーザの場合、ユーザが準拠しているアクセスプロバイダにより実行されるダイ
ナミックアドレスの割り当てである。アクセスプロバイダへの第一の接続を設定可能なデ
ータを、ユーザに供給するステップを、「一次プロビジョニング」、あるいは「一次デー
タプロビジョニング」と呼ぶ。これらのデータは、アクセスプロバイダへの接続に必要な
全ての層の全てのパラメータ、たとえば電話番号、使用する伝送媒体、ユーザの識別子、
パスワード等を含む。コンピュータを用いてアクセスプロバイダに接続する場合、一次プ
ロビジョニングは、しばしば、一時的なアドレスを備えたプロビジョニングデータを含む
ＣＤＲＯＭをユーザに供給することによって行われる。一次プロビジョニングデータをメ
ールで供給することもまた知られている。その場合、一次プロビジョニングデータは、適
切なソフトウェアの助けを借りて、ユーザにより、プロンプトに対して、コピーされる。
【０００３】
現在、電話ネットワーク用端末機能以外に、インターネットタイプの接続用の端末機能を
果たす移動端末がすでに登場している。そのような端末にとっては、電話ネットワークは
、データネットワークへのアクセスネットワークとして利用される。またそのような端末
について、一次プロビジョニングの問題に対する解決策がすでに提案されている。本特許
出願と同じ日に出願され、「端末内のデータ照合方法（Ｐｒｏｃｅｄｅ　ｄｅ　ｖａｌｉ
ｄａｔｉｏｎ　ｄｅ　ｄｏｎｎｅｅｓ　ｄａｎｓ　ｕｎ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）」及び「端
末の一次プロビジョニングの照合方法（Ｐｒｏｃｅｄｅ　ｄｅ　ｖａｌｉｄａｔｉｏｎ　
ｄｕ　ｐｒｏｖｉｓｉｏｎｎｅｍｅｎｔ　ｐｒｉｍａｉｒｅ　ｄ’ｕｎ　ｔｅｒｍｉｎａ
ｌ）」と題された明細書は、移動端末のプロビジョニングのために有利な解決策を提案し
ている。こうして、プロビジョニングデータは、端末の物理的な場所または論理ファイル
内に保存され、場合によっては、次のプロビジョニングの際に更新される。
【０００４】
さらに、移動端末が、種々の公衆ネットワーク（ＰＬＭＮまたは英語で「ｐｕｂｌｉｃ　
ｌａｎｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ」公衆陸上移動ネットワーク）を使用できる方
法が知られている。移動端末またはユーザ端末は、通常、加入しているネットワークであ
る一定の公衆移動ネットワークまたはホームアクセスネットワークに連結している。さら
に、他の公衆ネットワークにおける接続の可能性も手に入れることができる。あるアクセ
スネットワークから他のネットワークへの切替を「ローミング」またはネットワークの変
更と呼ぶ。
【０００５】
データネットワークへの接続能力を有する移動端末にとっての新たな問題は、アクセスネ
ットワークを変更した場合のプロビジョニングの問題である。実際、アクセスネットワー
クを変更した場合に、データネットワークのサービスにアクセスし続けるためには、端末
内のプロビジョニングデータの更新が必要である。
ホームアクセスネットワークに復帰する場合には、ホームネットワーク用のプロビジョニ
ングデータを再びロードするために新しいプロビジョニングがさらに必要となる。
【０００６】
アクセスネットワーク間の「ローミング」の際に生じるこうした問題はまた、ユーザ間の
「ローミング」に適用される。すなわち、同一の端末が、たとえば別々のＳＩＭ（加入者
ＩＤモジュール）カードとともに複数のユーザによって使用される場合に適用される。Ｓ
ＩＭカードの変更によるこうしたユーザの変更は、「プラスチックローミング（ｒｏａｍ
ｉｎｇ　ｐｌａｓｔｉｑｕｅ）」という用語で形容される。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、こうした新しい問題に解決策をもたらすものである。本発明によって、プロビ
ジョニングデータを失うことなく、ユーザの変更またはアクセスネットワークの変更が可
能になる。ホームネットワーク内への復帰あるいはまたユーザの他の変更も、改めてプロ
ビジョニングを行うことを必要とせずに可能になる。
【０００８】
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【課題を解決するための手段】
より厳密には、本発明は、プロビジョニングデータの集合を使用することによって、アク
セスネットワークを通してデータネットワークへアクセスする通信端末を提案し、この端
末は、現在のプロビジョニングデータの集合の保存手段と、端末のユーザを介入させるこ
となく更新することができる、保護される少なくとも１つのプロビジョニングデータの集
合の保存手段とを有する。
【０００９】
本発明はまた、アクセスネットワーク及びアクセスプロバイダを通して、データネットワ
ークにアクセスする通信端末内のプロビジョニングデータの更新方法を提案し、この方法
は、以下の段階を含む：
－アクセスネットワーク、アクセスプロバイダまたはユーザ用のプロビジョニングデータ
をバックアップする段階、
－ユーザ、アクセスネットワークの運用者あるいはアクセスプロバイダの介入なくしては
更新されることがないように、バックアップされたプロビジョニングデータを保護する段
階。
【００１０】
本発明による方法のフローチャートを示す単一図を参照して、例示的なものとして与えら
れる本発明の実施形態の以下の説明によって、本発明の他の特徴及び利点が明らかになる
だろう。
【００１１】
【発明の実施の形態】
アクセスネットワークまたはユーザの変更の際にプロビジョニングデータが更新されるこ
とを防ぐために、本発明は、端末内に、保護されるプロビジョニングデータの保存手段を
備えることを提案する。これらのプロビジョニングデータは、ユーザやアクセスネットワ
ークの変更の際に、またはプロビジョニングの更新の際に自動的に更新されることはなく
、単にユーザが介入した場合にだけ更新される。このようにして、本発明は、ホームアク
セスネットワーク内への復帰の場合、あるいはユーザが変更される際に、改めてデータの
プロビジョニングを行うことを必要とせずに、プロビジョニングデータを再び見つけるこ
とが可能になる。このとき、現在のプロビジョニングデータは、保護されるデータのコピ
ーまたは保護されるデータそれ自体である。
【００１２】
先述したように、従来の技術の端末においては、プロビジョニングデータは、論理ファイ
ル内または端末内の物理的な場所に保存され、新しくプロビジョニングが行なわれるたび
に更新される。こうした更新はまた、端末のユーザが新しいネットワーク内でプロビジョ
ニングを行う場合には、アクセスネットワークの変更の際に生じる恐れがある。それはま
た、新しいユーザが新しいプロビジョニングを行う場合には、ユーザの変更の際に生じる
恐れもある。さらに、新しいアクセスプロバイダを介して、インターネットネットワーク
への新しいアクセスのためのプロビジョニングが問題となることもある。
【００１３】
本発明は、端末内に、現在のプロビジョニングデータを保存するだけでなく、端末内に、
ユーザの介入がある場合にだけ更新される、保護されるプロビジョニングデータを保存す
ることを提案する。
【００１４】
第１の実施形態においては、保護プロビジョニングデータは、ホームアクセスネットワー
クと呼ばれる独自のアクセスネットワークに対応するプロビジョニングデータである。こ
のホームアクセスネットワークは、端末のユーザの通常のアクセスネットワークである。
アクセスネットワークが一時的に変更されると、ユーザは、新しいプロビジョニングデー
タをロードし、それらデータは、現在のプロビジョニングデータを入れるためのファイル
に保存される。こうして、ユーザは、現在のプロビジョニングデータを使用しながら、デ
ータのサービスにアクセスすることができる。ホームアクセスネットワーク内に復帰する
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と、保護されるプロビジョニングデータの保存手段内に入れられたプロビジョニングデー
タは、現在のプロビジョニングデータの保存手段内でコピーすることができる。このとき
、新しいプロビジョニングを行う必要なく、データネットワークにアクセスすることが可
能になる。
【００１５】
第２の実施形態においては、保護されるプロビジョニングデータは、独自のアクセスネッ
トワークの一定のユーザに対応するプロビジョニングデータである。
こうして、同一のアクセスネットワークについて、常に新しいプロビジョニングを行うこ
とは必要なく、アクセスネットワークのユーザを変更することが可能になる。
【００１６】
これら２つの実施形態において、プロビジョニングデータは、アクセスネットワーク専用
の媒体またはアクセスネットワーク内のユーザ専用の媒体の中に保存することができる。
通常、この媒体は、ＧＳＭタイプの電話アクセスネットワークの場合にはＳＩＭカードと
することができる。ホームアクセスネットワークはホームＰＬＭＮであり、ユーザは、そ
のＩＭＳＩ（英語の「Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ
ｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ」の略語、移動加入者国際ＩＤ）によって識別される。
【００１７】
第３の実施形態においては、保護されるプロビジョニングデータは、データネットワーク
への可能な複数のアクセスに対応するデータである。通常、データネットワークへの複数
のアクセスプロバイダを対象とすることができる。こうして、ユーザにとっては、データ
ネットワークへの通常のアクセスに対応する保護されるプロビジョニングデータを保存す
ることが可能になる。こうして、ユーザは、たとえば、他のアクセスプロバイダについて
、他のデータネットワークへの他のアクセス用のプロビジョニングを行うことができる。
また、保護されるプロビジョニングデータの保存手段内に入れられたプロビジョニングデ
ータをコピーすることによって、元のアクセスプロバイダに戻ることも可能である。
【００１８】
第４の実施形態においては、保護されるプロビジョニングデータは、独自のアクセスプロ
バイダのための一定のユーザに対応するプロビジョニングデータである。こうして、同一
のアクセスプロバイダについて、新しいプロビジョニングを常に行うことが必要なく、ユ
ーザのＩＤを変更することができる。
【００１９】
第３及び第４の実施形態においては、プロビジョニングデータは、アクセスプロバイダ専
用の媒体またはサービスプロバイダ専用の媒体に、通常は、「ＷＡＰ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ：無線アプリケーションプロトコル）」ま
たは「ＷＩＭ」と呼ばれるＩＤモジュール内に保存することができる。
【００２０】
第５及び第６の実施形態においては、本発明は、コンテンツの複数のプロバイダのために
、またはコンテンツのプロバイダにおける複数のユーザのために保護されるプロビジョニ
ングデータを保存することを提案する。
【００２１】
どの実施形態においても、複数のアクセスネットワーク、複数のアクセスネットワークの
ユーザ、データネットワークへの複数のアクセスまたはアクセスプロバイダ、データネッ
トワークへのアクセスプロバイダにおいて識別される複数のユーザ、コンテンツの複数の
プロバイダ、あるいはまたコンテンツのプロバイダ用の複数のユーザに対応する、プロビ
ジョニングデータの複数の集合を保存することができる。こうして、プロビジョニングデ
ータの各集合について、アクセスネットワーク、アクセスネットワークのユーザ、アクセ
スネットワークのプロバイダ、アクセスプロバイダのユーザ、コンテンツのプロバイダ、
または対応するユーザの指定を保存することが有利である。
【００２２】
ハードウェアの観点から、保護されるデータの保存手段は、端末それ自体の中に、または
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アクセスプロバイダ専用の媒体またはコンテンツプロバイダ専用の媒体に、あるいはまた
、アクセスネットワーク専用の媒体またはアクセスネットワークのユーザ専用の媒体に配
置することができる。各媒体におけるプロビジョニングデータの集合の数は、各媒体のサ
イズによって異なる。
【００２３】
添付図のフローチャートは、移動端末が、適合されたプロビジョニング供給用データの集
合を自動的に選別する場合における本発明による実施例を示している。この図の場合には
、保護されるプロビジョニングデータの保存手段が以下に設けられる：
－アクセスプロバイダ専用の媒体内、この例においてはＷＩＭカード内
－アクセスネットワークのタイプ及びユーザ専用の媒体内、この例においてはＳＩＭカー
ド内
－移動端末それ自体の中。
【００２４】
それぞれの場合において、保護されるプロビジョニングデータの各集合について識別用デ
ータが保存される。使用されるプロビジョニングデータの管理は、ＷＩＭカードにまたは
ＳＩＭカードに、あるいは端末の中に保存されるデータに応じて移動端末によって行なわ
れる。
【００２５】
図のフローチャートの各段階は、端末のスイッチを入れたとき、ＳＩＭカードを挿入した
ときまたはＷＩＮカードを挿入したときに、それ自体良く知られた方法で実施することが
できる。スイッチを入れると、それ自体良く知られた方法で、端末は、図の段階２におい
て、使用可能な加入者または電話ネットワークを識別する。次に段階４に移行する。
【００２６】
段階４では、端末は、ＷＩＭカードが存在するかどうかを決定する。存在する場合には段
階６に移り、そうでない場合には段階１４に移る。
【００２７】
段階６では、端末は、ＷＩＭカードが、ＷＩＭカードのユーザ及び現在のアクセスネット
ワークのために保護されるプロビジョニングデータを含むかどうかを決定する。含む場合
には段階８に移り、そうでない場合には段階１０に移る。
【００２８】
段階８では、獲得されたプロビジョニングデータが、データネットワークへのアクセスを
可能にするために選別される。こうして方法は終了する。
【００２９】
先の段階において、ＷＩＭカードが、一人のユーザ専用である限り、ＷＩＭカードのユー
ザの選別は、暗黙に行なわれる。ユーザが、ＷＩＭカード内に含まれたプロビジョニング
データを使用できるようにする前に、端末に個人的ＩＤ番号を入力することを要求するこ
とで、端末のユーザのＩＤを確認することが常に可能となる。
【００３０】
段階１０では、端末は、ＷＩＭカードがアクセスネットワークの変更を予想するファイル
（「ローミング」ファイル）を含むかどうかを決定する。含む場合には、端末は、これら
ファイルがプロビジョニングデータを含むかどうかをチェックし、あるいは場合によって
は、ネットワークからのプロビジョニングデータを要求する。こうして、プロビジョニン
グデータは、ＷＩＭカードの変更ファイル内に保存され、さらに段階１２に示されている
ように使用されることができ、方法は終了する。そうでなければ、段階３２に移る。
【００３１】
図には、段階１２で獲得されたプロビジョニングデータを保護される保存手段内に保存す
ることをユーザに提案する可能性が示されていない。それらデータは、端末、ＷＩＭカー
ドまたはその両方の中に保存することができる。
【００３２】
段階１４では、端末内にＷＩＭカードが存在していないことが決定された。ここでＳＩＭ
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カードが存在するかどうが追求される。存在する場合には、段階１６に移り、そうでない
場合には、段階２４に移る。
【００３３】
段階１６では、端末は、ＳＩＭカードが、識別されたユーザ及び電話ネットワークに対応
する保護されるプロビジョニングデータを含むかどうかを決定する。
含む場合には、段階１８に移り、そうでなければ、段階２０に移る。
【００３４】
段階１８では、ＳＩＭカード内で獲得されたプロビジョニングデータは、データネットワ
ークへのアクセスを可能にするために選別される。こうして方法は終了する。
【００３５】
先の段階において、ＳＩＭカードのユーザの選別は、ＳＩＭカードがあるユーザ専用であ
る限りにおいて、暗黙のうちに行われる。さらに、ＷＩＭカードの場合と同様に、ユーザ
が、ＳＩＭカード内に含まれたプロビジョニングデータを使用することができるようにす
る前に、端末に個人的ＩＤ番号を入力することを要求することによって、端末のユーザＩ
Ｄをチェックすることも可能である。
【００３６】
段階２０では、端末は、使用可能なプロビジョニングデータを含む代わりに、ＳＩＭカー
ドがアクセスネットワークの変更を予想するファイルを含むかどうかを決定する。含む場
合には、端末は、アクセスネットワークの変更が、プロビジョニングデータを含むかどう
かを決定し、場合によっては、対応するプロビジョニングデータを要求し、ＳＩＭカード
の変更ファイル内にそれらデータを保存し、段階２２に示されているように、対応するデ
ータを使用し、そうして方法が終了する。そうでなければ段階２４に移る。
【００３７】
段階１２についてと同様に、図には、ユーザが、ＳＩＭカードの保護される保存手段の中
に、段階２２で獲得されたプロビジョニングデータを保存することを提案する可能性が示
されている。
【００３８】
段階２４では、「ローミング」ファイルによって使用可能なまたは保存されたプロビジョ
ニングデータが、ＷＩＭカード内またはＳＩＭカード内に存在していないことが決定され
た。ここで、端末それ自体が、識別された電話ネットワーク及びユーザに対応する保護さ
れるプロビジョニングデータを含むかどうかが決定される。含む場合には、段階２６に移
り、そうでない場合には段階２８に移る。
【００３９】
段階２６では、端末内で獲得されたプロビジョニングデータは、データネットワークへの
アクセスを可能にするために選別される。こうして方法は終了する。
【００４０】
段階２８では、端末が、使用可能なプロビジョニングデータを含む代わりに、アクセスネ
ットワークの変更を予想するファイルを含むかどうかが決定される。
含む場合には、端末は対応するプロビジョニングデータを要求し、その変更（「ローミン
グ」）ファイルの中にそれらデータを保存し、段階３０に示されているように対応するデ
ータを保存し、そうして方法が終了する。そうでなければ、段階３２に移る。
【００４１】
段階１２及び２２についてと同様に、図には、ユーザが段階３０で獲得されたプロビジョ
ニングデータを端末の保護される保存手段の中に保存する可能性は示されていない。
【００４２】
段階３２では、「ローミング」ファイルによって使用可能なまたは保存されたプロビジョ
ニングデータが存在しないと決定された。こうして方法は終了し、プロビジョニングを行
うことが望ましくなる。
【００４３】
図の方法は、ＷＩＭカード内、ＳＩＭカード内または端末内に保存されたプロビジョニン
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【００４４】
好ましくは、保護されるプロビジョニングデータの保存手段内に保存されるデータは、対
応するデータを削除することによって、もしくは段階１２、２２、２６を参照して上述し
たような更新の際に、ユーザの介入があって初めて消去される。
【００４５】
当然のことながら、本発明は、上述の好ましい実施形態に限定されるものではない。本発
明は、ＧＳＭネットワーク以外のタイプのアクセスネットワークに適用される。特に、図
の例の中に記された優先順位や、プロビジョニングデータの保存場所、またはプロビジョ
ニングデータ用に提案された識別のタイプを変更することができるだろう。
【００４６】
より一般的には、本発明は、あらゆるタイプのアクセスネットワークのために、たとえば
固定電話ネットワーク、ＧＳＭネットワーク、または他のフォーマットのアクセスネット
ワークに適用される。したがって、端末は、移動端末であるだけでなく、固定電話ネット
ワークによって構成されるアクセスネットワークの場合には、固定端末、あるいはまたさ
らに他のタイプのネットワーク用の他のタイプの端末とすることもできる。
【００４７】
実施例においては、記載された唯一のデータネットワークは、インターネットネットワー
クである。本発明を、パケットモードによる他のタイプのデータネットワーク、たとえば
ＷＡＰネットワーク、あるいはまた、ＰＡＤ（パケットのアセンブリング・ディスアセン
ブリング）プロトコルによるアクセスをともなうＴｒａｎｓｐａｃのようなＸ２５ネット
ワークに適用することもできる。
【００４８】
実施例においては、保護されるデータは、端末のユーザの介入なくしては更新も消去もす
ることができない。さらに、運用者、またはサービス若しくはコンテンツのプロバイダに
よってしか、データを変更または消去できないようにすることも可能である。アクセスネ
ットワークの運用者、アクセスまたはコンテンツのプロバイダ、及び／またはユーザの共
同介入もまた可能である。
【００４９】
あらゆる実施例において、保護されるデータの保存手段は、端末の「内部」にある。その
ことは、保護されるデータは、端末自体、もしくは、端末の通常の使用においては、端末
に連結されている媒体、たとえばＳＩＭカードまたはＷＩＭカード内に保存されることを
意味する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による方法を示すフローチャートである。
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